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クアラルンプール原則に対する当社の取り組みについて 

 
当社は、医療機器事業に携わる企業として高い倫理基準に基づく事業活動の推進を重要

な責務と認識しております。 
このたび当社は、「クアラルンプール原則（APEC 医療機器セクター倫理規程）」の趣旨

に賛同し、今後その理念に基づいた事業活動を推進してまいります。クアラルンプール  

原則は、医療関係者との適切かつ透明性の高い関係構築を通じ、患者利益を最優先とした

健全な医療環境の実現を目的として策定された国際的な倫理原則です。 
 当社は、本原則の趣旨、および関連する業界倫理コード等を踏まえ、医療関係者との  

関係において、公正性・透明性・倫理性を重視した活動を行います。また、取引の獲得・

維持または誘引を目的とした不適切な利益提供や、違法または不適切とみなされるおそれ

のある行為を行いません。特に、以下のような提供を不適切な取引誘引の手段として 
用いることを禁止いたします。 
 

クアラルンプール原則が提供を禁止する少額景品、文化的儀礼の例 
 
■ 少額の販促物・記念品等 

・ 製品名、企業名等を表示した販促目的の物品の提供（ノベルティグッズ、販促用アイテム、

学会・展示会等で配布する記念品を含む） 

・ カレンダー、ダイアリー、ステーショナリー など 

■ 慣習的な贈答・儀礼行為  

・ 医療関係者本人またはそのご家族の慶弔事、ならびに医療機関の行事等に関連した金銭 

または物品の提供（祝金、香典、供花等を含む） 

・ 中元、歳暮、餞別、訪問時の手土産等の贈答 など 

 

当社は、医療関係者の皆さまとの公正かつ誠実な連携に努めるとともに、教育・学術  

活動および情報提供活動において、適切な運営と透明性の確保を推進し、今後も医療分野

に携わる企業として医療技術の適正な普及と発展ならびに社会的信頼の向上に貢献できる

よう、継続的なコンプライアンス体制の強化に取り組んでまいります。 
 

以上 

https://klprinciples.apec.org/wp-content/uploads/2022/05/22_smewg53_028a_KL-Principles.pdf

